
 
 

令和５年度市町村職員等を対象とするセミナー 実施要項 

 

１．市町村セミナーの目的 

市町村職員等を対象とするセミナー（以下「市町村セミナー」という。）は、市町村厚

生労働行政交流研修事業として、厚生労働行政について、市町村相互及び市町村・厚生労

働省間等で情報や意見の交換等を行うことを通じて、市町村等が地域の特性に応じた保健

福祉サービス等の向上を図るために必要な情報や企画立案の手法を得る機会を提供する

とともに、市町村等の厚生労働行政に対する考え方や行政需要等を把握し、厚生労働行政

の企画立案に資することを目的とする。 

 

２．市町村セミナーの概要 

（1）内 容 

市町村セミナーにおいては、市町村職員等の厚生労働行政に対する理解を深め、厚

生労働行政の一層の推進に資するよう、市町村に関わりの深い厚生労働行政テーマに

基づき、厚生労働省職員からの説明・情報提供、有識者による講演、市町村等からの

事例報告、厚生労働省職員と参加者及び参加者相互の意見交換等を行うこととする。 

（2）開催日程及びテーマ案 

別紙１のとおりとする。但し、諸事情により変更することもあり得る。その際には

別途事務連絡にて通知することとする。 

（3）参加対象者及び参加募集 

市町村（特別区、一部事務組合等を含む。）の職員等を広く対象とし、参加募集要

領（別紙２）に基づき、各回の概ね４週間前に「OnePublic」を通じて通知・募集す

る。なお、資料のみの請求についてはこれに応じないこととする。 

 （4）実施方法 

オンラインでの開催とする。参加者は開催三日前目処でメールにて連絡する Zoom

の URL から参加することとする。定員を超え、参加不可となった方については、YouTube

にて行う同時配信を視聴いただくことを可能とする。 

なお、オンライン開催に係る詳細な留意事項等は、開催の度に、参加者に対して Zoom

の URL と併せてご連絡することとする。 

（5）参加費用 

無料とする。対面で実施することになった場合の旅費（交通費、宿泊費）について

は、参加者の属する市町村等の負担とする。 

（6）その他 

市町村セミナーの庶務は、厚生労働省政策統括官付政策統括室政策第三班において

担当する。 

また、スケジュールや使用した資料については、厚生労働省ホームページ内

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/index.html）において掲載す

ることとしている（一部の資料については掲載対象外とすることもある）。 
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別紙１ 

令和５年度「市町村セミナー」開催予定一覧 

 

回目 
開 催 予 定 

概  要  
テ ー マ  

第１６６回 

 

令和５年５月２６日（金）  
令和４年度からのひきこもり支援推進事業の拡充に合

わせ、市町村によるひきこもり支援の取組が少しずつ始
まってきている。ひきこもり状態にある者は、その背景
や抱えている課題は多様であり、一人ひとりに合わせた
オーダーメイドの支援が必要となる。 

ひきこもり状態にある者やその家族からの相談に丁寧
に対応するとともに、社会参加の一つとして居場所機能
を活用した支援や、近隣自治体との連携による事業実施
に関する取組について、その必要性についての講義や、
先進自治体による取組を紹介する。 
 

ひきこもり支援における居場所の設置と

自治体間連携について 

第１６７回 

 

令和５年６月９日（金）  
厚生労働省は令和５年春頃を目途に次期国民健康づ

くり運動プランを公表し、令和６年度から適用する予定
である。市町村においては当該プランに基づき市町村健
康増進計画の策定に努めることとなる。 

本セミナーでは、自治体職員向けに、次期国民健康づ
くり運動プランの内容について説明するとともに、自治
体における健康増進計画策定に資する情報、地域におけ
る健康づくりの参考となる情報の共有を図る。 

 

次期国民健康づくり運動プランを含め

た健康づくり 

第１６８回 

 

令和５年６月３０日（金）  
令和４年３月に閣議決定した「第二期成年後見制度利

用促進基本計画」において、都道府県・市町村の KPI が
設定されている。全国の取組状況に関する報告（KPI の
達成状況等）をするとともに、第二期計画のポイントや
自治体に期待されている役割等について解説する。また、
市町村長申立て、成年後見制度利用支援事業、市民後見
人養成研修・法人後見実施のための研修等に関する国の
取組についても説明する。 

また、分科会を設けて、第二期計画の KPI に即した取
組（中核機関の整備等）について、自治体からの実践報
告を受け、質疑応答を通じて参加者間の情報交換を行う。
 

 

第二期成年後見制度利用促進基本計画

における市町村・都道府県の役割・取

組 ～全国の取り組み状況、自治体の

実践報告～ 

 

第１６９回 

 

令和５年９月８日（金）  
近年、地域のつながりが希薄化する中で、自然災害が

頻発化、激甚化し、従来の被災者対策では十分な支援が
できていない状況にある。そのような中、被災者一人ひ
とりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等によ
り把握した上で、関係機関が連携し、当該課題等の解消
に向けて継続的に支援する「災害ケースマネジメント」
の取組が求められている。 

災害ケースマネジメントの実施においては、災害対応
を行う防災部局と個々の福祉的な支援を行う福祉部局が
連携して対応することが重要である。 

令和５年３月に取りまとめられた「災害ケースマネジ
メントの手引き」の内容を踏まえ、重層的支援体制整備
事業や被災者見守り相談・支援事業など、各種福祉施策
を活用した被災者支援対策の推進方策について、被災自
治体の対応事例等を通じて学ぶ。 

 

防災と福祉の連携による被災者支援の

取組について 

～災害ケースマネジメントの実践に向

けて～ 

 

 

 

 

 

 



 

第１７０回 

 

令和５年１０月１３日（金）  
令和元年度に創設された「チームオレンジ」について

は、「認知症施策推進大綱」において、令和７年までに「全
市町村で、本人・家族のニーズと認知症サポーターを中
心とした支援を繋ぐ仕組み（チームオレンジなど）を整
備」とされているが、令和３年度実績は 220 市町村、495
チームにとどまっており、一層の取組促進が求められて
いる。 

一方、市町村からは、事業のコンセプトが抽象的でど
のように事業に取り組んだら要件を満たすのかが分かり
にくい、地域の既存事業との棲み分けが分かりにくい、
何から取り組んだらよいか分からない、などの指摘が寄
せられている。 

そこで、本セミナーでは、認知症当事者の声からはじ
まる、本人を中心としたチームオレンジのあり方につい
て学ぶため、事業の狙いや柔軟な立ち上げが可能なこと
の説明のほか、先行自治体の事例紹介などを行う。 

セミナーを通じ、認知症の人本人の視点をチームオレ
ンジの活動にどう反映したら良いのか、そのために認知
症の人本人と出会い、声を聞くとはどのようなことなの
かを考える。 

 

チームオレンジの効果的実施に関する

セミナー 

～認知症の人と本当に「出会えて」ま

すか？～ 

 

第１７１回 

 

令和６年１月２６日（金）  
令和６年度から開始される第８次医療計画において、

在宅医療の体制構築のため、「在宅医療に必要な連携を
担う拠点」を在宅医療の圏域内に少なくとも１つは設定
することとなる。「在宅医療に必要な連携を担う拠点」
は、医療職のみならず介護職も含めた多職種協働による
包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図る
ことを目的に設置され、医療・介護の関係機関との調整
や情報提供等の連携を図ることが求められる。一方、市
町村事業として、在宅医療と介護を一体的に提供し、切
れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進す
るために実施されている「在宅医療・介護連携推進事業」
があるが、当該事業と「在宅医療に必要な連携を担う拠
点」の関係性及び連携の在り方について、先行事例の説
明を交えながら説明する。 
 

在宅医療に必要な連携を担う拠点と在

宅医療・介護連携推進事業との連携に

ついて 

※開催日については、セミナー開催の概ね４週間前を目途に発出を予定している都道府県宛事務連絡もしく

は厚生労働省ホームページ内の市町村職員等を対象とするセミナーのページをご確認ください。 



 
別紙２ 

 

令和５年度市町村職員等を対象とするセミナー 参加募集要領 

 

 

１ テーマ・内容、開催日時・場所、募集定員の通知 

開催については、各回開催日の概ね４週間前に、「OnePublic」を通じて事務連絡を送

付し、セミナー概要及びプログラム案等を通知することとする。 

なお、平成１６年度までは都道府県・指定都市・中核市宛てに文書によって通知

を発送していたが、事務費用削減及びペーパーレス化・電子化の推進によりこれを

省略する。 

 

２ 申込みについて 

(1) 申込み方法 

参加を希望する市町村職員等は、回ごとに「OnePublic」のアンケート機能にて直接

申し込むものとする。 

なお、事務効率化の観点から、原則として「OnePublic」による申し込みのみとしてい

るため、その点ご留意いただきたい。 

 

(2) 申込み締め切り 

申込みにあたっては先着順とし、定員に達し時点で締め切ることとする。 

定員に達した以降に申し込んだ者に対しては、その旨の通知を E-mail にて返信するこ

ととするとともに、YouTube にて行う同時配信の URL を送付することとする。 

 

３ その他（アンケート等の実施） 

内容の充実に資するため、参加する市町村職員等に対し、アンケートや質問、調査等を

依頼することがあるので、ご協力いただくようお願いする。 

なお、当該アンケート等については、当省から回答や提供の義務を負うものではない旨

申し添える。 

 

４ 市町村等との連絡担当 

セミナーに関する庶務的な問い合わせ等の連絡業務は、厚生労働省政策統括官付政策統

括室第三班が担当するが、制度等に対する照会については、厚生労働省の各々の担当部局

へご連絡いただくようお願いする。  

 
 


